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       湯沢市の概要

位置・地勢

湯沢市は、山形県、宮城県に隣接する秋

田県の最南東部に位置し、県都秋田市へは

直線距離で約70km、宮城県仙台市へも同じ

く約95kmに位置しています。隣接する両県

とは国道13号、108号及び398号で結ばれて

おり、秋田県の南の玄関口となっています。

また面積は790.91k㎡で秋田県の面積の約

6.8％を占めています。

東方の奥羽山脈、西方の出羽丘陵に囲ま

れた横手盆地を貫流する雄物川と、その支

流である皆瀬川、役内川沿いに豊かな水田

地帯を形成しています。県境付近の西栗駒

一帯は、雄大な自然林を有しているほか、

豊富な温泉群にも恵まれています。

気象は、内陸性で気温の差が大きく、四

季折々の自然美を見せてくれます。

歴史

この地域には古くから人が住み、縄文時代の遺跡が多数発掘されています。

平安期の謎に包まれた才女「小野小町」は湯沢市小野が生誕地と言われ、岩屋洞などの

多くの史跡や伝承が守り継がれています。

鎌倉時代の後期、小野寺氏が稲庭城を築き、長きにわたり統治したと言われ、関ヶ原の

戦いの後、1602年には佐竹領となり、市内各所に小野寺氏、佐竹氏の時代から伝わる祭り

や文化財などが多く見られます。

1602年の佐竹氏秋田入部にともなって、佐竹南家義種が城代として湯沢城に入城以来、

湯沢は佐竹南家の城下町としてその街並みが形成されました。1606年には院内銀山が発見

され、藩直営の銀山として繁栄し、最盛期には銀山の人口が15,000人を数えました。明治

38年には奥羽本線が全線開通し、昭和38年に皆瀬ダムが完成、平成8年に国道108号鬼首道

路、平成9年に湯沢横手道路が開通し、生活基盤の整備が進みました。
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１ 各館の概要
（１）図書館
○湯沢市立湯沢図書館

◇施 設
住 所   秋田県湯沢市字内舘町２７番地

電 話  0183-73-3040

  Ｆ Ａ Ｘ  0183-72-6414

  Ｅメ ー ル y-tosho＠city.yuzawa.lg.jp

竣工年月日  昭和５７年 ３月２５日

開館年月日  昭和５７年１０月１８日

  構    造      鉄筋コンクリート２階建（一部地階）

  敷地面積      1537.59㎡

  建物面積      1710.04㎡

  〔概要〕

  １    階      一般開架室     276.065㎡       児童読書室     111.150㎡

               事  務  室   72.000㎡        作  業  室     51.000㎡

                施設配本車庫 54.000㎡

  ２    階      読  書  室      90.000㎡        郷土資料室    52.000㎡

                集  会  場     141.000㎡          集  会  室   45.900㎡

                展示コーナー    40.000㎡         録  音  室     13.500㎡

                映  写  室      6.750㎡          更  衣  室     26.125㎡

  地    階      書      庫    179.125㎡          機  械  室    94.800㎡

  そ の 他      玄関・階段・トイレ・ｅｔｃ                      456.625㎡

  ○蔵書収容能力          約１０万冊      ○読  書  室    約５４席

  ○集   会   場          約６９席      ○集  会  室  和室２０畳

◇利用案内
□開館時間

・月～金 午前９時30分 ～ 午後６時30分

・土・日 午前９時 ～ 午後５時

□休館日

・図書整理日（毎月初めの平日）

・第３日曜日

・祝日

・年末年始

・特別図書整理期間（年１回10日以内）

〇施設配本車(湯沢図書館所属)
  □車    種      スズキ エブリィ ＰＣ

   □積載能力      ４９０冊

（３５冊×１４ケース）

□配本コース

・湯沢図書館：28施設（７コース）

・雄勝図書館：９施設（２コース）
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〇湯沢市立雄勝図書館

◇施 設
住 所   秋田県湯沢市横堀字白銀町４９番地１（雄勝文化会館オービオン４階）

電 話  0183-52-5387 «Fax兼»

  Ｅメ ー ル o-tosho＠city.yuzawa.lg.jp

竣工年月日  平成 ８年 ３月２５日

開館年月日  平成１４年 ４月 １日

  延床面積      481.00㎡

  〔概要〕

一般開架室  288.00㎡   児童閲覧室  109.00㎡   書 庫  73.00㎡

    そ の 他    11.22㎡

○読  書  席    約５４席

◇利用案内
□開館時間  午前９時30分 ～ 午後５時30分

□休館日

・月曜日

・祝日

・年末年始

・特別図書整理期間（年１回10日以内）

（２）図書施設
〇稲川カルチャーセンター

住 所   秋田県湯沢市川連町字大関下６番地

  電 話  0183-78-5557 

Ｅメ ー ル i-s-cc＠city.yuzawa.lg.jp

□開館時間  

・平 日  午前10時 ～ 午後７時

・土・日  午前９時 ～ 午後７時

□休館日

・年末年始

・特別図書整理期間（２月上旬）

〇皆瀬生涯学習センター
住 所   秋田県湯沢市皆瀬字沢梨台１０６番地

  電 話  0183-46-2033

Ｅメ ー ル m-shogaic＠city.yuzawa.lg.jp

□開館時間  午前８時 30分～ 午後５時

□休館日

・土曜日・日曜日

・祝日

・年末年始
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(３)貸出規則
＊図書・雑誌・ＡＶ資料：各５点以内 合計10点以内まで

＊貸出期間：２週間

(４)利用者登録
＊湯沢市雄勝郡に在住・在学・在勤の個人

＊湯沢市内の事業所・機関及び団体等

＊館長が特に許可した個人及び団体

(５)図書システム
＊富士通 ＷｅｂｉＬＩＳ Ｖ３（令和元年７月１日 ～ ）

（単位：台）

湯沢 雄勝 稲川 皆瀬 備考

ｶｳﾝﾀｰ用業務端末 ３ ２ １

事務室用業務端末 １ １

OPAC用端末 １ １ １ １

BM用端末（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ） １ 施設配本用

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ閲覧用端末 １ １ １ １

記録帳記帳機 １ １ １ １

(６)職 員 （令和３年５月１日現在）

◇図 書 館
〇館 長【湯沢図書館・雄勝図書館兼務】 １人 （司書資格：有）

〇正職員【湯沢図書館・雄勝図書館兼務】 ４人 （うち司書；２人）

〇会計年度任用職員

・フルタイム

湯沢図書館【雄勝図書館兼務】  ４人 （うち司書：２人）

雄勝図書館【湯沢図書館兼務】  ２人 （うち司書：１人）

・パートタイム（図書館協力員）

湯沢図書館           ３人 （うち司書：１人）

雄勝図書館           ３人

◇図 書 施 設
□稲川カルチャーセンター

〇所 長【稲川生涯学習センター兼務】 １人

〇正職員【稲川生涯学習センター兼務】 １人

〇会計年度任用職員（フルタイム）   ４人

□皆瀬生涯学習センター

〇所 長               １人

〇正職員               １人
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２ 沿革

年号 年 月 日 該当館 大      要

明治 ３６年  ６月  ６日 湯図 雄勝郡会議事堂内に郡立雄勝図書館として付設

初代館長桑原茂治氏

大正 ２年  ４月

１２年  ３月

湯図

湯図

巡回文庫制を設けて実施

郡制廃止とともに郡立雄勝図書館を湯沢図書館と改称し、町にて経

営

初代館長石井信氏

昭和 ２年  ２月１１日

６年  ２月１１日

１１年  ３月１０日

４月１１日

１７年  ４月  １日

９月

１８年  ４月２０日

２２年１０月

２６年  ３月

２９年  ３月３１日

５月１５日

１１月  １日

３０年  ６月１４日

７月

３１年  ４月  １日

３２年  ５月２１日

３３年  ８月２３日

３５年  ８月  ８日

３６年１０月  ２日

３８年  ６月

１１月  ２日

３９年  ８月

４４年  ６月  １日

４５年  ６月  １日

６月１９日

８月１８日

４６年１０月  １日

１２月  １日

４７年  ９月  ４日

１１月２１日

４８年  ３月２４日

１１月１３日

５０年  ４月１０日

５１年  ４月  １日

５２年  ２月  １日

３月２３日

５月１２日

５３年  ６月２３日

５４年 ５月１６日

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

雄図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

優良団体表彰に際し文部省より佳良として賞せられ、金百円の交付

を受く

紀元節に当り、文部省より逐年の成績顕著として金五十円を交付選

奨さる

元郡役所に移転

移転後、諸種の改善・設備の充実を図り、ほぼ新装なりて開館

北荒町公会堂に移転開館

蚕業取締所へ移転

女子国民学校（旧湯沢西小学校）新校舎の一室に移転

旧湯沢家政女学校に移転開館

閲覧図書をＮＤＣに切り替え、利用に供す

湯沢市誕生とともに湯沢市立湯沢図書館と改称

佐竹義輔氏より「佐竹南家御日記」２７１冊寄贈

湯沢図書館創立５０周年記念式典を挙行

湯沢市条例第８条に基づき市立湯沢図書館協議会を設置

市内各地区を対象に巡回文庫並びに団体貸出を実施

館内一般閲覧室に児童室を開設

読書会モデル地区として市内御囲地町を指定し、読書活動を推進

「佐竹南家御日記」の解読に着手

旧湯沢西小学校南側校舎２階に移転開館

旧湯沢市役所２階に移転開館

「公民館文庫」モデルケースとして、須川・三関・山田公民館に図

書配本開始

湯沢図書館創立６０周年記念式典並びに滑川道夫氏の講演会を開催

市内６地区公民館に図書配本

児童図書巡回文庫（山田・幡野・弁天公民館）実施

児童図書巡回文庫（須川・三関・岩崎公民館）実施

古典に親しむ会発足

文化講演会開催 講師：田中澄江氏 演題：このごろ思うこと

中央公民館新館へ移転後、図書館は独立館としての管理運営となる

雄勝町公民館に図書室を設置

貸出方式を逆ブラウン方式に切り替え実施

読書会発足

複写サービス開始

湯沢図書館創立７０周年記念式典挙行

図書館建物（明治２４年・雄勝郡会議事堂として建設）県指定文化

財に指定

図書館設置条例に基づく「湯沢図書館高松分館」を高松公民館に併設

移動図書館車「あたご」納車、始動式

図書館・公民館図書室に関する意識調査実施

移動図書館車運行開始

図書館設置条例に基づく「湯沢図書館山田分館」を山田公民館に併置

移動図書館車旧市内へサービス拡大
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年号 年 月 日 該当館 大      要

昭和 ５５年  ６月２６日

５７年  ３月２５日

１０月１６日

１８日

６０年  ３月  ９日

６２年  ７月  １日

１０月

６３年  ３月３１日

１１月２４日

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

北日本図書館連盟奉仕部門自動車文庫研究協議会を当市で開催

会場：文化会館・秋田いこいの村

新館建設完工

新館竣工式・開館式・創立８０周年記念式典挙行

新館開館。湯沢雄勝広域市町村圏組合視聴覚ライブラリーが図書館内

に移転

「佐竹南家御日記」県指定文化財に指定

視聴覚ライブラリーが湯沢雄勝広域交流センター内に移転

人形劇団「おはなしママさん」人形劇上演開始

滑川道夫氏（名誉市民）児童文学関連図書寄贈

湯沢青年会議所より図書及び書架寄贈

平成 ２年  ４月  ８日

３年１０月２９日

１０月２３日

５年１０月３０日

６年  ６月

７年  ２月

５月  ９日

８年 ３月２５日

８年１１月２８日

１０年  ９月

１０月１５日

１２年  ４月  ３日

１１日

６月１０日

７月  ２日

２７日

１３年  ７月  １日

８月  ９日

１４年  ４月  １日

４月～５月

５月１７日

７月 １日

８月 １日

８月２９日～３１日

１０月 ４日

１１月 １日

１７年 ３月２２日

２１年 １月 ７日

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

雄図

市

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

雄図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

市

雄図

市

日曜開館実施

移動図書館車「こかげ」納車、始動式

国際ソロプチミスト湯沢より児童図書代寄贈

図書館創立９０周年記念講演会開催

講師：高橋克彦氏 演題：「炎立つ」の周辺

児童図書ローテーション実施

「佐竹南家御日記」翻刻本第１巻刊行

地域社会教育活動総合事業障害者支援事業宅配サービス実施

雄勝総合文化会館「オービオン」開館

４階に雄勝町公民館図書室移転 名称を「雄勝総合文化会館図書室」

に変更

秋田県立図書館オンライン検索システム稼働

図書館情報システム機器導入

図書整理・補修ボランティア活動開始

図書館情報システム稼動

システム稼動記念「高松小学校手作り絵本原画展」開催

こども読書年記念「遠野の昔っこを聞きに来てたんせ」開催

語り部工藤さのみ氏（遠野市）

こども読書年記念「国際絵本展」開催

湯沢ロータリークラブより木製ベンチ３基寄贈。

読み聞かせボランティア「みんなの森」活動開始

佐竹義惇氏より故佐竹義輔氏（名誉市民）の蔵書植物学関連図書

241冊寄贈

雄勝町公民館図書室から雄勝町立図書館に名称変更

子ども読書週間記念特別展「子どもの遊び今昔」開催

創立百周年記念事業「全国訪問おはなし隊」開催

入館者自動計数装置取り付け、翌日から記録

佐竹氏入湯４００年記念関連図書展開

創立百周年記念事業「了翁禅師資料展」開催

創立百周年記念事業「雄湯郷民話まつり」開催

創立百周年記念式典挙行

創立百周年記念講演会開催 講師：桂米助氏 演題：笑いのある人生

湯沢市、稲川町、雄勝町、皆瀬村が合併し、「湯沢市」誕生

地域イントラネット基盤整備事業により、タッチパネル式公共端末稼

動

湯沢市誕生とともに「雄勝町立図書館」を「湯沢市立雄勝図書館」

と名称変更

市内図書館・図書施設共通新システム稼動(富士通 iLiswing21/We)

インターネットによる検索、予約開始
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年号 年 月 日 該当館 大      要

平成 ２１年 ３月１８日

３月３１日

４月１４日

５月２２日

１２月１９日

２２年1月5日～31日

2月2日～28日

４月 １日

２３年 １月 １日

３月１１日

２７日

４月～

         ７月２３日

         ７月３１日

９月16日～11月30日

２４年 ６月２２日

２５年 ４月 １日

６月 ８日

９月～

９月17日～10月15日

２６年 ４月 １日

４月 ２日

２７年 ５月 ６日

２８年 ３月

５月 ９日

１１月１３日

２９年 ６月

９月１０日

３０年 ５月２６日

９月 ２日

１０月１２日

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

市

市

湯図

湯図

市

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

湯図

市

湯図

湯図

市

市

市

湯図

市

湯図

市

湯図

施設配本車納車

移動図書館車「こかげ」による巡回を廃止

施設配本車運行開始

ふるさと納税による「ふるさと輝き文庫」を新設

おはなしママさん人形劇さよなら公演「三枚のお札」

特別展示「湯沢の絵地図展」開催

特別展示「来湯作家記念色紙展」開催

ブックスタート事業開始  事業主体：湯沢市健康対策課

（湯沢図書館・市立保育所・ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰとの共催事業）

湯沢市立図書館管理運営規則及び湯沢市立図書館事務取扱要領施行

湯沢市立湯沢図書館管理運営規則並びに湯沢市立雄勝図書館管理運

営規則の廃止

「東日本大震災」発生（３月１２日・１３日臨時休館）

「住民生活に光をそそぐ交付金」で一般開架室書架及び返却ポスト等

購入

「住民生活に光をそそぐ交付金」で市内小・中学校に配本

（1,876冊購入）

読み聞かせボランティア「みんなの森」１０周年記念お話し会開催

講談社「おはなしキャラバン隊」開催

会場：中央公園・湯沢生涯学習センター

図書館改修工事のため臨時休館（「住民生活に光をそそぐ交付金」）

・児童室床張替え工事・エレベーター取替え工事・冷房設備設置工事

・トイレ改修工事・児童室書架購入及び設置工事

館内に湯沢翔北高校との連携事業として「湯沢翔北高校生のおすすめ

図書コーナー」新設

湯沢図書館の開館時間を平日午前９時～午後７時まで延長の試行開

始（施行期間：４月１日～１０月３１日）

本とあそぼう全国訪問「おはなし隊」開催 会場：湯沢図書館

小学校教科用専用セット貸出開始（国語科）

釧路市姉妹都市提携５０周年記念特別展「釧路市ゆかりの作家展」

湯沢市立図書館除籍基準（内規）を施行

開館時間を変更

月～金：午前９時３０分～午後６時３０分

土・日：午前９時～午後５時

本とあそぼう全国訪問「おはなし隊」開催 会場：湯沢市役所本庁舎

湯沢市子ども読書活動推進計画（平成28年度～平成32年度）策定

湯沢市子ども読書活動推進委員会発足

絵本大好き！読書フェスタ２０１６ 開催

長野ヒデ子さんとあそぼ！～ブラブラたのしいよ絵本と紙芝居～

会場：雄勝広域交流センタ―

自転車置き場設置

絵本大好き！読書フェスタ２０１７ 開催

絵本作家 とよた かずひこさんによる楽しいおはなし会

会場：湯沢市役所本庁舎 ２５・２６会議室

第200回おはなしボランティア「みんなの森」によるおはなし会開催

絵本大好き！読書フェスタ２０１８開催

真珠まり子さんがやってくる！もったいないばあさんのおはなし会

会場：湯沢市役所 ２５・２６会議室

第１回 乳幼児向けおはなし会「うさちゃんひろば」開催
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※該当館欄について

・湯図：湯沢図書館 ・雄図：雄勝図書館 ・市：市全体 の出来事を記載

◎表彰等
・平成２４年４月２３日 子どもの読書活動優秀実践団体 文部科学大臣表彰

           読み聞かせボランティア「みんなの森」

・平成２５年４月２３日 子どもの読書活動優秀実践図書館 文部科学大臣表彰

湯沢図書館

年号 年 月 日 該当館 大      要

令和 元年 ７月 １日

      １０月 １日

１０月２７日

       １２月１８日

  ２年 ３月３１日

        ４月 １日

６月１６日

９月

３年 ３月

３年 ４月 １日

市

市

市

湯図

市

市

市

市

市

市

図書システム更新

新システム「富士通 WebiLis V3」の運用開始

湯沢市 読書の記録」（記録帳）の発行と記帳サービスを開始

対象：０～１２歳までの希望者

読書フェスタ２０１９開催

絵本作家 いしかわこうじさんのペーパーわんこをつくろう＆絵本

おはなし会

会場：雄勝文化会館オービオン（和室・視聴覚ホール）

読書活動推進パートナー支援事業実施（県補助事業：10/10補助）

・読書活動推進パートナー認証交付

「就労者支援施設あんみつ姫」、「雄勝中央病院」

・図書コーナー設置（あんみつ姫：52冊 雄勝中央病院：35冊）

㈱ダスキンよねやより児童図書代寄贈 市内図書館・図書施設の児

童図書を整備（471冊分）

市の機構改革により湯沢図書館・雄勝図書館兼務体制にて運営

湯沢市立図書館資料収集方針施行

湯沢市立湯沢図書館資料収集方針並びに湯沢市立雄勝図書館資料収

集方針廃止

「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」で市内図書館

図書施設の図書を整備（1,029冊購入）

湯沢市子ども読書活動推進計画（令和３年度～令和７年度）策定

「湯沢市 読書の記録」（記録帳）の発行を18歳までの希望者に対象

者拡大



雄勝小学校、
雄勝地区内の
放課後児童ク
ラブ

雄勝文化会館



雄勝文化会館

市内図書館
及び図書施設

幼児～小学生
市内図書館
及び図書施設





予算
(千円)

「ミニミニとしょかんだより」発行

⑦「おがちとしょかんだより」発行

雄勝文化会館

雄勝小学校、
雄勝地区児童
クラブ

雄勝文化会館



予算
(千円)

雄勝文化会館

湯沢文化会館

市内図書館
及び図書施設

市内図書館
及び図書施設
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（２）古文書等特殊資料

◇湯沢図書館所蔵

〈古文書〉

      佐竹南家日記（天和２年～慶応４年）             ２７１

      小川家文書              ５９７            菅原家文書          ６５

      越前屋文書              １５８            佐川家文書          ４４

      長沢屋文書                ３０          芳賀家文書     ６１

      早川家文書               ８５            芳賀与左衛門家文書   １３６

   その他              ６６０

                                                    計        ２，１０７件

〈和漢書〉

      佐竹家      ６８８      赤須家        ２０      添田家      ７７３

      七山家      ７３１      谷  家      １０８      芳賀家        ３０

      青柳家        ３３      石井家      １６９      佐川家      １８４

      服部家        ４３      霞渕家        ５７      渡部家        ８０

      新山家        １１      岡田家        ２１      菅  家        ２８

      小川家    １８８      加藤家        ３４     髙七家    ９７

その他      ４７０

                                                           計 ３，７６５件

〈郷土史資料〉

      図書以外の資料        ３６０件（７１９点）

    ＊佐竹南家御日記解読本、山脇家日記（写）、

     旧弁天村役場資料（弁天村会々議録、職員録、町村合併関係書類等）他



















開館日数

開館日数

開館日数

県立以外

県立以外

県立以外

県立以外

県立以外

県立以外

クイック

要調査

クイック

要調査



※





※システム更新以降、毎年度利用者の確認・更新を実施 





＝ 資 料 編 ＝
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○湯沢市立図書館条例

平成17年３月22日

条例第86号

改正 平成25年３月21日条例第11号

（設置）

第１条 図書館法（昭和25年法律第118号。以下「法」という。）第10条の規定に基

づき、一般公衆の教育文化に寄与することを目的として、湯沢市立図書館を設置

する。

（名称及び位置）

第２条 湯沢市立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

湯沢市立湯沢図書館 湯沢市字内舘町27番地

湯沢市立雄勝図書館 湯沢市横掘字白銀町49番地１

（分館等）

第３条 湯沢市立図書館（以下「市立図書館」という。）に必要あるときは、分館、

閲覧所及び配本所などを置くことができる。

（管理及び経費）

第４条 市立図書館は、湯沢市教育委員会（以下「教育委員会」という。）におい

て管理し、その経費は市費をもって充てる。ただし、特別の事業を行う場合は、

寄附金その他の収入をもって独立会計を設けることができる。

２ 独立会計は、市の監督のもとに教育委員会がこれを管理運営する。

（図書館奉仕）

第５条 市立図書館は、第１条の目的を達成するため、次の事項を実施する。

(１) 図書館資料を収集し、整理し、又は保存し、一般公衆の利用に供すること。

(２) 他の図書館、学校図書館及び公民館と緊密な連絡を図り、かつ、協力し、

資料の相互貸借を行うこと。

(３) 巡回文庫及び貸し出しに関すること。

(４) 読書会、研究会、鑑賞会、資料展示会等の主催及び奨励を行うこと。

(５) 参考資料の発行及び頒布に関すること。

(６) 時事に関する情報参考資料の紹介及び提供に関すること。

(７) その他必要な事項



35

（職員）

第６条 市立図書館に次の職員を置くことができる。

(１) 館長 １人

(２) 司書 若干名

(３) 司書補 若干名

(４) 事務職員、技術職員及びその他の職員 若干名

２ 分館に必要な職員を置くことができる。

（図書館協議会）

第７条 法第14条第１項の規定により、湯沢市立図書館協議会（以下「協議会」と

いう。）を置く。

２ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(１) 学校教育及び社会教育の関係者

(２) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(３) 学識経験のある者

３ 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

４ 協議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任

者の残任期間とする。

（委任）

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年３月22日から施行する。

附 則（平成25年３月21日条例第11号）

この条例は、平成25年４月１日から施行する。
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○湯沢市立図書館管理運営規則

平成22年12月10日

教育委員会規則第12号

改正 平成25年３月22日教委規則第４号

平成26年３月24日教委規則第５号

平成27年11月26日教委規則第７号

平成29年６月29日教委規則第８号

令和元年６月28日教委規則第６号

（趣旨）

第１条 この規則は、湯沢市立図書館条例（平成17年湯沢市条例第86号）第８条の

規定に基づき、湯沢市立図書館（以下「図書館」という。）の管理運営に関し必

要な事項を定めるものとする。

（開館時間）

第２条 図書館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、図書館長（以下「館

長」という。）が特に必要があると認めるときは、湯沢市教育委員会（以下「教

育委員会」という。）の承認を得て開館時間を臨時に変更することができる。

（休館日）

第３条 図書館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、館長が特に必要がある

と認めるときは、教育委員会の承認を得て別に休館日を定め、又は臨時に開館す

ることができる。

（入館の制限等）

第４条 館長は、次のいずれかに該当する者に対し入館を拒否し、又は退館を命ず

ることができる。

(１) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(２) 図書館の施設、設備若しくは資料を損傷し、又は損傷するおそれがあると

認められる者

(３) 管理上必要な指示に従わない者

（利用登録）

第５条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、居住又は身分を証明する書類

を提示し、貸出券申込書（個人）（様式第１号）を館長に提出しなければならな

い。
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２ 図書館資料の貸出しを受けようとする団体等は、貸出券申込書（団体）（様式

第２号）を館長に提出しなければならない。

３ 館長は、前２項の申込書が提出され、利用登録をしたときは、貸出券を作成し、

交付するものとする。

（登録内容の変更、抹消等）

第６条 前条第３項の貸出券の交付を受けた者（以下「利用者」という。）は、貸

出券申込書（前条第１項又は第２項の申込書をいう。）に記載された内容に変更

が生じたとき、又は貸出券を紛失し、若しくは汚損したときは、遅滞なく館長に

届け出なければならない。

２ 利用者は、貸出券を譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

３ 館長は、利用者が次条に規定する貸出しの手続を５年間行わなかったときは、

当該利用者の利用登録を抹消するものとする。

（貸出しの手続）

第７条 図書館資料の貸出しを受けようとする利用者は、当該図書館資料に貸出券

を添えて、係員に提出しなければならない。

（個人貸出しの点数及び期間）

第８条 個人貸出しを受けることができる図書館資料の点数は、１回につき、図書、

雑誌及び視聴覚資料それぞれ５点以内とし、合わせて10点以内とする。

２ 個人への図書館資料の貸出期間は、14日以内とする。

３ 前項の規定にかかわらず、貸出期間内に当該期間の延長の申し出があった場合

は、申し出を受けた日から起算して14日を限度に貸出期間を延長できるものとす

る。ただし、他の利用者から予約が入っている図書館資料は、この限りでない。

４ 前３項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、個人貸出しの点

数及び貸出期間を別に指定することができる。

（団体貸出しの点数及び期間）

第９条 団体貸出しを受けることができる図書館資料の点数は、団体の成員数に応

じ、館長がこれを指示する。

２ 団体への図書館資料の貸出期間は、１箇月以内とする。

３ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、団体貸出しの点

数及び貸出期間を別に指定することができる。
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（リクエストサービス）

第10条 図書館内に所蔵していない資料又は貸出中の図書館資料の貸出しを希望す

る者は、リクエストカード（様式第３号）を館長に提出しなければならない。

２ 館長は、前項のリクエストカードが提出されたときは、他の図書館からの相互

貸借、購入又は予約により貸出しするものとする。

３ リクエストにより県外図書館等から借受ける資料の送料は、利用者が２分の１

を負担するものとする。

４ 予約した図書館資料の取置期間は、利用者に連絡後１週間とする。

（資料の複写）

第11条 著作権法（昭和45年法律第48号）第31条第１号の規定による図書館資料の

複写の提供を求めようとする者は、図書館資料複写申込書（様式第４号）を提出

しなければならない。ただし、複写により損害が生じるおそれがある図書館資料

又は館長が複写することが適当でないと認める図書館資料の複写は、行わない。

２ 複写に要する経費は次表のとおりとし、申請者の負担とする。

大きさ 料金 郵送請求

B５～A３ 白黒 １枚 10円 郵送に係る実費

カラー １枚 50円

（貸出しを制限する図書館資料）

第12条 次に掲げる図書館資料は、館外に持ち出すことを許可しないものとする。

ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(１) 禁帯出の表示のあるもの

(２) 一定期間を経過しない逐次刊行物

(３) 前２号に掲げるもののほか、館長が指定するもの

（弁償義務）

第13条 利用者が、図書館の資料、設備、器具等を汚損し、破損し、又は紛失した

ときは、現品又は代金相当の対価で弁償しなければならない。ただし、館長が事

情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

２ 館長は、前項の当該者に対し、紛失・汚損・破損届（様式第５号）を提出させ

るものとする。

３ 館長は、損害について弁償させる必要があると認めるときは、速やかにその旨

を図書館資料等の弁償について（様式第６号）により通知するものとする。
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（資料の寄贈及び寄託）

第14条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

２ 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、寄贈・寄託申込書（様式第７号）を

提出し、その承認を受けるものとする。

３ 館長は、前項の申込書が提出され、これを承諾するときは、受納・受託承諾書

（様式第８号）を交付するものとする。

４ 資料の寄贈又は寄託に係る経費は、当該寄贈又は寄託した者の負担とする。

５ 寄贈又は寄託された資料は、他の図書館資料と同等の取扱いをするものとする。

６ 図書館は、寄託資料が災害その他やむを得ない事由により受けた損害に対しそ

の責任を負わないものとする。

（インターネット接続端末の利用）

第15条 図書館に設置されたインターネット端末を使用する者は、インターネット

利用申込書（様式第９号）を提出し、館長の許可を得なければならない。ただし、

その利用は１回につき30分までとし、次に利用する者がいない場合は30分延長す

ることができる。

（パソコンの電源使用）

第16条 利用者が持参したパソコンを使用するために図書館の電源を必要とする者

は、パソコン電源使用申込書（様式第10号）を提出し、館長の許可を得なければ

ならない。

（公民館図書室等の資料の取扱い）

第17条 公民館図書室等の資料の取扱いは、この規則の例による。

（その他）

第18条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教

育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年１月１日から施行する。

（湯沢市立湯沢図書館管理運営規則及び湯沢市立雄勝図書館管理運営規則の廃

止）

２ 次に掲げる規則は、廃止する。

(１) 湯沢市立湯沢図書館管理運営規則（平成17年湯沢市教育委員会規則第27号）
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(２) 湯沢市立雄勝図書館管理運営規則（平成17年湯沢市教育委員会規則第28号）

（経過措置）

３ この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の湯沢市立湯沢図

書館管理運営規則又は湯沢市立雄勝図書館管理運営規則の規定によりなされた処

分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみ

なす。

附 則（平成25年３月22日教委規則第４号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年３月24日教委規則第５号）

この規則は、平成26年４月１日から施行する。

附 則（平成27年11月26日教委規則第７号）

この規則は、平成27年12月１日から施行する。

附 則（平成29年６月29日教委規則第８号）

この規則は、平成29年７月１日から施行する。

附 則（令和元年６月28日教委規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。

別表（第２条、第３条関係）

名称 開館時間 休館日

湯沢図書館 月曜日から金曜日

まで

午前９時30分か

ら午後６時30分

まで

土曜日及び日曜日

午前９時から午

後５時まで

① 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第

178号）第３条に規定する休日（以下「祝日法

による休日」という。）

② 毎月第３日曜日

③ 12月28日から翌年１月４日まで

④ 特別図書整理期間（年１回10日以内）

⑤ 図書整理日（月１回）

雄勝図書館 午前９時30分から

午後５時30分

① 祝日法による休日

② 毎週月曜日（当該日が祝日法による休日に当

たるときは、その翌日）

③ 12月28日から翌年１月４日まで

④ 特別図書整理期間（年１回10日以内）
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湯沢市立図書館資料収集方針

（目的）

第１条 この収集方針は、湯沢市立図書館の資料収集にあたって必要な基準を定めることを

目的とする。

（基本方針）

第２条 湯沢市立図書館の資料収集の基本方針は、図書館法及び図書館の設置及び運営上の

望ましい基準を踏まえ、湯沢市立図書館条例に定める事業を適正に運営するため次の通り

とする。

１ 資料の収集にあたっては、「図書館の自由に関する宣言」の趣旨を尊重し、公正かつ自

由に広い視野を持って行う。

２ 資料の収集は、地域の公共図書館としての役割を果たすため、一般教養、調査研究及

び実用、娯楽の用に資するものとする。

３ 資料の種類は、図書、逐次刊行物及び視聴覚資料とする。

４ 資料の範囲は、各分野にわたり幅広く収集するが、高度の専門書については専門の機

関に委ね、基本的な資料を優先的に収集する。

５ 蔵書構成は、利用状況を常に考慮したものとし、特定のものに偏ることのないよう留

意して収集する。

６ 郷土に関する資料は、地域の特色を出すために積極的に収集する。

７ 利用度の高い資料及び保存上必要な資料は、市内他館と協議の上、必要な範囲におい

て複本を置くものとする。

８ 利用者からのリクエスト及び寄贈資料の受け入れについても、この方針に従う。寄贈

については、資料的価値があり保存が必要と認められるもののみ受け入れる。

９ その他館長が適当と認める資料

（種類別収集方針）

第３条 収集する資料は、原則として次に掲げる種類のものとする。

１ 図書

(1) 一般図書

ア 市民の教養、レクリエーション、職業活動、地域活動、家庭生活の向上に資す

るため、各分野にわたり利用度を考慮し、幅広く収集する。

イ 各分野の基本的な資料はできる限り収集する。
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ウ 最新の出版情報を把握して、新刊書を積極的に収集する。

(2) 参考資料

ア 辞典・事典・年鑑・名鑑・統計書・地図・法令集など、地域住民の調査研究に

役立つ資料を幅広く収集する。

(3) 児童図書

ア 児童が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つ資料を収集する。

イ 子どもの心の成長や、学習・課題解決に役立つ質の高い資料を発達段階に応じ

て収集する。

ウ 正確でわかりやすく書かれているものを選び、常に更新に努める。

エ 古典、全集は評価の定まったものをそろえる。

オ 原作を忠実に伝えないものや安易に省略したものは選ばない。

カ 絵本は、絵と文が調和し、互いに補い合って相乗的な効果を出しているもので、

創造性に富み表現力豊かで読みやすく、堅牢な製本のものを収集する。

キ 児童、生徒の学習に必要な範囲の参考図書をそろえる。

ク 紙芝居は、単純なストーリーを持ち、遠目のきくはっきりとわかりやすい絵の

ものを選び、名作を安易に紙芝居化したものは避け、紙芝居でしか味わえないも

ものを収集する。

ケ 子どもだけでなく、子どもに関わる団体や個人の利用に対応できる資料を収集

する。

(4) ティーンズ図書

ア １０代の中心である中高生世代向けの資料を収集する。

イ 中高生世代の心の成長に必要な資料、学校生活や家庭生活、将来を考えるうえ

で役立つ資料を収集する。

   ウ  中高生世代の知識、学習、娯楽に役立つ資料を収集する。

エ  中高生世代の興味・関心に応え、読書の楽しみを知ることができる資料を収集

する。

(5) 郷土資料

ア 湯沢市雄勝郡に関する資料を中心に、歴史的資料から今日的資料まで幅広く収

集する。

イ 地域文化財に関する資料は、各地域の図書館で分担し、可能な限り収集する。

(6) マンガ

※この項目における「マンガ」とは、実用・学習漫画を除いたストーリーマンガを対象とする。

児童向け学習漫画及び大人向けの漫画表現を用いた実用書は各分野の選書基準に基づき検討する。

ア マンガは原則収集しない。ただし、次のいずれかの基準をみたすマンガ資料は

収集を検討する。
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    〇 刊行が終了し、長い年月を経て社会的評価を得ており、日本のマンガ史上重

要とされる漫画

    〇 次の賞を受賞したマンガ（ただし刊行の終了したもの）

     ・文化庁メディア芸術祭・漫画部門大賞

     ・手塚治虫文化賞マンガ大賞

     ・日本漫画家協会賞大賞

イ 基準を満たしたマンガ資料については、保存に適した装丁のしっかりしたもの

を収集する。

ウ 未所蔵のマンガのリクエストは受付しない。

２ 逐次刊行物

(1) 新聞は、主要全国紙、地方紙、スポーツ新聞の代表的なものを収集する。

(2) 雑誌は、各分野の基本的・代表的雑誌を収集する。

３ 視聴覚資料

(1) 視聴覚資料は、評価の定まった作品や話題作の中から必要性や利用度を考慮し、

収集する。

４ 障がい者サービス資料

(1) 点字図書及び大活字本は、利用に応じて収集する。

(2) 文学及び実用書の朗読ＣＤは、利用に応じて収集する。

（除外資料）

第４条 次の資料は原則として選定資料から除外する。

１ 人権またはプライバシーを侵害するもの

２ わいせつ出版物等で判決が決定したもの

３ 特定の宗教・政党及び企業等の宣伝傾向が著しく、資料的価値にも乏しいもの

４ 受験勉強・資格取得等の参考書・問題集

５ ゲ－ムの攻略法、ギャンブルの予測等に関する図書

６ その他館長が不適当と認める図書

（資料の保存）

第５条 資料の将来にわたる利用に備えるため、必要な資料を保存する。対象資料は、歴史

的価値が高い資料、類書が少なく出版頻度が低い資料、品切れ・絶版等により入手が

難しい資料とし、特に郷土資料に関しては保存のために可能な限り複本を揃える。た

だし類書があるもの、実用書はこの限りではない。
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  また、新聞・雑誌については、保存期間を別に定める。

（資料の除籍）

第６条 汚破損等により利用に支障がある場合は、必要に応じて除籍を行う。除籍につい

ての必要な項目は別に定める。

（収集方針の見直し）

第７条 この方針は、公共図書館としての使命および目的を果たすため、必要に応じて見

直しを行うものとする。

附則

(施行期日)

１ この方針は、令和 2年 6月 16 日から施行する。

(湯沢市立湯沢図書館資料収集方針及び湯沢市立雄勝図書館資料収集方針の廃止)

２ 次に掲げる方針は、廃止する。

(1) 湯沢市立湯沢図書館資料収集方針（平成 22 年 6 月制定）

(2) 湯沢市立雄勝図書館資料収集方針（平成 25 年 8 月 1 日制定）
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湯沢市立図書館資料除籍基準

（目的）

第1条 この基準は、湯沢市立図書館における図書館資料の除籍に関して必要な基準を定

め、図書館資料の適切な維持・管理を図ることを目的とする。

（基本方針）

第2条 利用価値が失われた資料を除籍することにより、書架の合理的な利用を図るとと

もに、常に質の高い資料構成を維持するため、資料の更新を行う。

２ 長期間にわたり所在を確認できない資料を除籍することにより、現存する資料を正確

に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。

（除籍の対象資料）

第3条 除籍の対象となる資料およびその基準は、次のとおりとする。

⑴ 不用

ア 破損、汚損が著しく、補修が不可能な資料

イ 時間の経過により内容が古くなったり、資料的な価値がなくなったもの

ウ 時間の経過により利用の可能性が低下した複本

エ 新版、改訂版または同種資料の入手により代替可能となった既存資料

オ その他出版事情、蔵書構成、利用者の需要、資料の保存価値、および収蔵能力等

を総合的に判断して、収蔵する事が適切でない資料

カ 保存期間を過ぎた雑誌及び逐次刊行物

⑵ 亡失および不明

ア 利用者が紛失し、同一資料では弁償不可能となったもの

イ 天災その他やむを得ない事由により失ったもの

ウ 未返却資料のうち、督促不能の状態で 3年を経過したもの

エ 蔵書点検で引き続き 3回にわたり所在不明のもの

⑶ その他

特に館長が認めたもの
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（除籍の対象外資料）

第4条 前条第1号に規定する事項にかかわらず、次に該当する場合には原則として除籍

しない。

⑴ 郷土資料

⑵ 記述内容にかかわらず、当該分野において基本的または歴史的価値を有する資料

⑶ 類書がないか、または極端に少ない資料

⑷ 刊行頻度の低い資料

⑸ 品切れ、絶版、その他の事情により、再び収集する事が困難で、かつ資料的価値の

高い資料。

（除籍資料の譲渡）

第5条 図書館は除籍した不用資料を、必要に応じて市民、他の図書館または公共的団体

等に譲渡することができる。

（委任）

第6条 この基準に定めるもののほか、図書館資料の除籍に関し必要な事項は、図書館長

が別に定める。

   附 則

この基準は、平成26年４月１日から施行する。


